
太宰府市乳幼児健康支援一時預かり事業 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太宰府市 



どんなとき利用できるの？   

利用できるお子さま 

生後９０日から小学校３年生までのお子さまで、病気の回復期等であることか

ら集団保育が難しく、保護者が勤務の都合等で家庭で保育できないお子さま。 

※病気の回復期とは…？ 

 ・日常かかる病気（風邪など）については、急性期を経過したのち 

・感染症疾患（水痘など）については他に感染する感染期を経過したのち 

・外傷性疾患（火傷・骨折など）については、症状が固定したのち 

利用できる症状 

発熱、下痢、扁桃腺炎、はしか、風疹、みずぼうそう、おたふくかぜ等の伝染

病。または、喘息などの慢性疾患、風邪、外傷など、利用可能と判断された病気。 

 

どこで預かってもらえるの？   

施  設 病後児デイケアセンターだざいふ 

実施医院：医療法人 まつもと小児科医院 

          太宰府市通古賀３丁目４番３０号 

          電話 ０９２－９２９－１３９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用の手続きは？   

① 事前登録をお願いします。 

  病後児保育を利用したいとお考えの方は、事前に登録をお願いします。 

登録申込書に記入して提出してください。 

 ＊利用当日でも登録することは可能ですが、大切なお子さまの情報を落ち着いて記入し

ていただくためにも、事前の登録をお願いします。 

  提出先：病後児デイケアセンターまたは太宰府市役所子育て支援課 

② 利用前日までに・・・ 

ａ センターに利用予約の連絡をしてください。 

   保護者の方は、原則として利用前日の１７時半までにセンターに電話で予

約してください。また、利用当日でも空きがあれば利用することができます

ので、直接センターに電話でご確認ください。なお、利用定員は４名です。

利用者が多い場合はお断りすることがあります。 

 ｂ 医師連絡票及び与薬依頼書をご用意ください。 

   お子さまが病院等で治療を受けられている場合は、保護者の方は、その医

師から病名及び病状、投薬状況を医師連絡票に記入してもらってください。

また、センターで薬を飲ませる場合には、与薬依頼書の提出も必要です。 

 ｃ ご利用時の持ち物を準備してください。 

  □保険証、乳幼児医療証、母子健康手帳 

  □おむつ（いつもより多めに！）、ぬれティッシュ（排便後処理用） 

  □着替え…下着含む（着脱しやすいもの） 

  □食事用エプロン 

  □おしぼり、バスタオル（午睡用） 

  □ビニール袋（汚物入れ用） 

  □投薬されている薬（服用指導の用紙も！） 

  □ミルク、哺乳瓶、昼食（弁当）、おやつ 

＊持ち物には、必ずお名前を書いてください。 

＊ミルク、昼食（弁当）、おやつがご準備できない方はセンターにご相談ください。 

ただし、利用料金には含まれませんので、別途実費をいただきます。 

＊体調の悪さに加え、なれない環境の中で家族とはなれて一日を過ごされることは、

お子さまにとっても不安で緊張されることと思います。普段身近にあって少しでも

安心できるものがあればご持参ください。 

 

☆利用をキャンセルされる場合には、必ずセンターに電話で連絡してください。 

 



③ 利用当日 

 ａ センターで利用申込書を記入してください。 

   保護者の方は、利用申込書にお子さまの状況を記入のうえ、センターに提

出してください。また、医師連絡票及び与薬依頼書がある方は、併せて提出

してください。 

 ｂ 早めのお迎えをお願いします。 

   病後のお子さまは、心も不安定です。ご利用いただいた日は、なるべくお

仕事などの用事を早めに切り上げて、笑顔でお迎えをお願いします。 

 

利用時間は？料金はいくら？   

時  間 午前８時３０分～午後５時３０分 

お 休 み 土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始、医院休診日 

利用料金 お子さま１人につき１日あたり２，０００円です。 

ただし、生活保護世帯と市民税及び所得税非課税世帯は無料で、市民税課税、

かつ、所得税非課税世帯は１，０００円です。（市民税や所得税が非課税である

ことの確認がとれない場合は減免できません。） 

なお、平成１９年度より利用料金を判定する際の所得税額は、住宅借入金等

特別控除などの税額控除を受ける場合、その控除を受ける前の金額となります。 

     ＊病状の急変により医療行為を行うことがあります。その医療費は

利用料金には含みません。 

 

※登録申込書、利用申込書、医師連絡票及び与薬依頼書はセンター、保育所、市役所

子育て支援課にあります。 

□■問合わせ先□■ 

太宰府市健康福祉部子育て支援課子育て支援係 

 太宰府市観世音寺１丁目１－１ 

電 話 ０９２－９２１－２１２１（内線 319） 

ＦＡＸ ０９２－９２１－３６６７ 

Ｅメール kosodate@city.dazaifu.fukuoka.jp 

 

＊ 直接、病後児デイケアセンターへ 

問合わせいただいても結構です。 


